
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

 
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
名
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
名
簿
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
場
合
は
、
」
の
下
に
「
閲
覧
所
に
お
け
る
名
簿
等
の
」
を
、
「
掲
示
」
の
下
に
「
し
、

及
び
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

当
該
職
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
閲
覧
件
数
の
制
限
そ
の
他
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

当
該
職
員
は
、
名
簿
等
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
閲
覧
の
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
閲
覧
所
に
お
け
る
閲
覧
に
代
え
て
、
名
簿
等

に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
閲
覧
し

よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
閲
覧
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
禁
止
」
を
「
禁
止
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
」
を

「
閲
覧
所
に
お
い
て
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
者
は
、
名
簿
等
の
編
集
、
加
工
、
改
ざ
ん
、

流
用
及
び
第
三
者
提
供
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
八
条
第
一
号
中
「
前
条
若
し
く
は
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
」
に
改
め
、 

同
条
第
二
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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